
管理業務仕様書 
 
 むかわの湯（以下「本施設」という。）の管理運営業務の内容及び仕様については以下のと

おりとする。 
 
１．基本的な考え方 
  指定管理者が本施設を管理運営するにあたっての基本的な考え方は、次のとおりとする。 
（１）地方自治法、北杜市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成 16 年

北杜市条例第 71 号。以下「指定条例」という。）及び北杜市むかわの湯条例（平成 17
年北杜市条例第 53 号。以下「施設条例」という。）並びに指定条例及び施設条例に基づ

く規則等の内容を十分に理解し、施設の運営管理業務に関係する法令等の規定を遵守し

た管理運営を行うこと 
（２）本施設の設置目的に従った適切な管理運営を行うこと 
（３）「公の施設」であることを常に念頭に置いて公平な運営を行うこととし、特定の個人又

は団体等に有利あるいは不利となるような取扱いをしないこと 
（４）利用者が安全・快適に施設を利用することができるよう適正な管理運営を行うととも

に、効果的かつ効率的な運営を行い、管理運営経費の削減に努めること 
（５）省エネルギーに努めるとともに廃棄物の発生を抑制し、環境に配慮した管理を行うこ

と 
（６）北杜市と常に密接な連携をとりながら管理運営を行うこと 
 
２．管理の基準 

本施設の管理運営を行うに当たっての基準は次のとおりとする。 
（１）個人情報の取り扱い 

指定管理者は、「北杜市公の施設に係る指定管理者の個人情報の保護に関する要綱（平

成 18 年北杜市告示第 7 号）」に基づいて、本施設の管理を通じて取り扱う個人情報の保

護を行うこと 
（２）情報公開 

指定管理者は、「北杜市公の施設に係る指定管理者の情報公開に関する要綱（平成 18
年北杜市告示第 6 号）」に基づいて、本施設の管理を通じて取り扱う文書の公開を行うこ

と 
（３）関係法令等の遵守 

指定管理者は、本施設の管理運営を行うにあたっては、関係法令、関係条例等を遵守

すること 
（４）利用者の安全確保 
   指定管理者は、本施設の管理運営を行うにあたっては、利用者の安全を十分に確保す

るとともに、急病者等が出た時のことを想定し、必要な医薬品等をあらかじめ用意して

おくほか、近隣の医療機関と連携し、急病者等に対して迅速かつ適切な対応ができるよ
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う事故対応マニュアルを作成し、訓練等を実施すること 
   また、自動体外式除細動器（AED）の設置を指定管理者の費用と責任において実施する

とともに従業員及び関係者等への使用方法の講習会等の受講や日常点検（本体バッテリ

ー、電極パッド、乾電池の交換等を含む）を実施し、非常時に対応できるよう備えるこ

と 

なお、AEDを用いて救命活動が行われた場合には、その都度市に報告すること 

（５）地域との連携 
   地域との協調友好関係を維持するとともに、必要に応じ情報交換や連携を行うこと 
（６）武川町デイサービスセンターとの連携・協力 
   本施設は武川町デイサービスセンターと隣接するため、常に相互連絡を取り利用者サ

ービスの向上に努め清掃、環境整備及び冬季の除雪作業等については連携・協力し実施

すること。災害発生時などの緊急時においても双方が連携・協力し合い利用者の安全確

保に努めること 
（７）その他 
   指定管理者は、本施設の目的を十分に達成するため、必要に応じて市の関係部局と協

議すること。また、市や行政機関等が実施又は要請する業務（緊急安全点検、防災訓練、

監査・検査等）に対し、積極的かつ主体的に対応すること 
 
３．指定管理者が行う業務の範囲及び具体的内容 
（１）施設の運営に関する業務 
  ① 施設の開館時間 
   ア 4 月から 10 月までの期間  午前 10 時から午後 10 時まで 
   イ 11 月から翌年 3 月までの期間  午前 10 時から午後 9 時まで 

 ただし、これを上回る水準の提案若しくは市との協議の上施設の運営上妥当である

と判断できる場合であれば、変更も可能とする。 
  ② 施設の休館日 

ア 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる

ときはその翌日 
  イ 年末年始（12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで） 
  ただし、これを上回る水準の提案若しくは市との協議の上施設の運営上妥当である

と判断できる場合であれば、変更も可能とする。 
  ③ 組織体制等 
   ア 施設を適切かつ効率的に管理運営するために、必要な業務執行体制を確保するこ

と。また、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）等を遵守すること 
   イ 指定管理者は、業務の全体を総合的に把握し、又は調整を行うための責任者を定

め、市との連絡調整等に当たらせること 
   ウ 従業員の勤務体制は、本施設の管理運営に支障がないよう留意すること 
   エ 本施設の管理運営に当たり、法令等により資格を必要とする場合には、有資格者
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を確保すること 
   オ サービスの向上を図るため、配置する従業員全員が業務全般を理解し、適切に処

理できるよう、研修会等を行い、従業員の資質の向上を図ること 
  ④ 利用規程の作成 
    指定管理者は、施設等の利用について必要な次の事項を、市の承認を得たうえで利

用規程として定め、利用者に周知すること 
ア 利用時間及び休業日 

 イ 利用申請書の受付期間 
   ウ 利用料金の額 

エ 利用許可の基準 
オ 許可の取消し、利用の停止等の基準 

   カ 利用者の遵守事項 
   キ その他の必要な事項 
  ⑤ 利用の許可に関する業務 
    指定管理者は、施設条例及び規則に基づき、施設及び設備器具の利用の許可、取り

消し等を行うものとする。 
    なお、指定期間が始まる以前において、既に申し込みがあった施設及び設備器具に

ついては、原則として利用させるものとする。 
   ア 本施設の条例に基づく利用の許可 
   イ 本施設の条例に基づく許可の取消し 
   ウ 施設利用予約の受付及び施設利用者との打ち合わせ 
   エ その他施設利用者、来館者に対する必要な対応 
  ⑥ 平等な利用の確保に関する業務 
    指定管理者は、本施設が公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行

うことを心がけ、特定の個人又は団体等に対して有利あるいは不利になるような扱い

は、絶対に行わないこと 
  ⑦ 利用者の増加を図るための業務（営業・広報活動等） 

ア 本施設の内容、交通手段、利用時間、休業日、利用料金など、本施設の概要を分

かりやすく記載したパンフレットを作成し、配布すること 
 イ 指定管理者は、本施設の利用者に対してアンケート等によるセルフモニタリング

を行い、利用者の意見や要望を把握して業務改善等管理運営に反映させるよう努め

るとともに、その集計結果及び意見や要望への対応策等について市に報告すること 
 ウ 本施設のホームページを作成し、随時更新を行うこと 

エ その他施設利用者の増加に関して必要なこと 
  ⑧ サービス向上を図るための業務 
   ア 業務マニュアルを作成し、予約受付、フロントサービス業務等に遺憾のないよう

徹底を図ること 
   イ 施設利用者等からの苦情又は要望等に対して、適切に対応又は処理し、その内容
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を市に報告すること 
   ウ 電話等での各種問合せ、施設見学等への対応を行うこと 
   エ その他施設利用者へのサービス向上に関すること    
  ⑨ 自主事業の実施に関すること 
    指定管理者は、本施設のサービスの向上等を目的として、自主的に事業を実施する

ことができる。なお、自主事業を実施する場合は、あらかじめ市の承認を得なければ

ならない。 
  ⑩ 施設の目的外使用に対する許可について 
    施設の目的外使用については、指定管理者が許可を行うことはできない。地方自治

法の規定に基づき、市が申請者に対して直接許可（不許可）を行う。 
（２）施設の維持管理に関する業務 
  ① 施設及び設備の維持管理業務 
    施設及び設備の維持保全並びに安全管理の基準は以下のとおりとする。なお、外部

に委託する場合は、あらかじめ市の承認を得なければならない。 
   ア 施設の維持及び管理に関すること 

・館内の清掃（共有スペース全体、公共施設として快適な空間を保つために開館前

及び随時行う） 
・浴室清掃（開館前及び閉館後に行う。洗面所については随時行う） 
・敷地内の定期清掃（駐車場及び周辺は、1 日 1 回以上行う、屋根・雨樋などの高所

やベランダなど日常的に人の出入りが無い場所は、1 ヶ月に 1 回を目安に行う） 
・機械室、ポンプ室（機械の損傷を防ぐため 1 ヶ月に 1 回以上行う）   
・花壇、植え込みの手入れ（花壇などは季節に応じて適宜に花などの植栽をし、除

草は随時行う。 
・冬季の除雪作業（共有スペースも含め利用者に支障のでない範囲で実施） 

イ 設備の維持及び管理に関すること 
・ボイラー、温泉循環設備、その他機械室・ポンプ室・水回りの設備の日常点検 
（1 日 1 回以上実施） 

    ※冬期は凍結を防止するため循環させておくなどの措置を行うこと 
    ・浴室及び共有スペースの日常点検（軽微な破損に気づき、大きな修繕に発展させ

ないため、1 日 1 回以上実施すること）    
ウ 施設及び設備の保守及び点検に関すること 

     施設及び設備の保守及び点検の基準は以下のとおりとする。なお、保守及び点検

の結果の写しを事業報告書に添付すること 
・消防用設備等点検（法定点検・定期点検） 

    ・自家用電気工作物保安管理業務（法定点検） 
    ・エアコンの保守・点検（年 1～2 回以上） 
    ・源泉ポンプ、濾過機、ボイラー、循環ポンプ等の保守・点検（年 1～2 回以上） 

 ・給湯タンク、温泉槽、貯水槽、循環パイプ等の保守・点検 
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    ・ガスセパレーター保守点検業務（年 1～2 回） 
・男女浴槽、源泉水質検査（年 2 回） 

 その他施設の適正な維持に要する保守及び点検を行うこと 
   エ 施設及び設備の小規模修繕に関すること 
     1 件あたり 50 万円未満の修繕については、指定管理者の費用と責任において実施

すること。ただし、必要とされるメンテナンス等を怠り修繕が発生した場合は金額

に関わらず指定管理者の費用と責任において実施すること 
     また、修繕にあたってはやむを得ない場合を除き北杜市内業者を優先とし実施す

ること 
   オ 施設及び設備の安全管理に関すること 
   カ その他施設及び設備の良好な維持管理に必要なこと 
  ② 関係法令等の遵守 
   ア 関係法令に基づき、必要な官公署の免許、許可、認可等を受けるものとする。 
  ③ 保険への加入 
    利用者に係る保険は、次のとおり指定管理者が加入するものとする。 
   ア 賠償責任保険 

市と指定管理者の双方が被保険者となる賠償責任保険とする。 
・保険の内容 

対人賠償 1 名につき  100,000 千円以上 
           1 事故につき 300,000 千円以上 
      対物賠償 1 事故につき  10,000 千円以上 
   イ ここに示した保険以外であっても、必要に応じて、指定管理者の費用と責任にお

いて他の保険に加入することができる。 
（３）備品の維持管理に関する業務 
  ① 備品の維持管理業務 
   ア 備品の維持及び管理に関すること 

市が指定管理者に貸与した備品（以下「貸与備品」という。）については、指定管

理者が適宜整備を行い、常に適正な状態を保つこと 
   イ 貸与備品の小規模修繕 
     1 件あたり 50 万円未満の貸与備品の修繕については、指定管理者の費用と責任に

おいて実施すること。ただし、必要とされるメンテナンス等を怠り修繕が発生した

場合は金額にかかわらず指定管理者の費用と責任において実施すること 
     また、修繕にあたってはやむを得ない場合を除き北杜市内業者を優先とし実施す

ること 
  ② リース備品の取扱い 

指定期間開始後において、指定管理者が契約したリース備品については、指定期間

が終了した時点又は指定期間終了前に指定を取り消された時点で、指定管理者の費用

と責任において処理するものとする。 
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  ③ 業務に使用する自動車について 
    本施設を管理運営するにあたり自動車が必要な場合は、指定管理者が自己の費用と

責任において調達すること。なお、市の保有する自動車は、原則として指定管理者に

は貸与しない。 
（４）防災等に係る業務 
  ① マニュアルの作成 
    防災、防犯、避難その他不測の事態への対応等について、マニュアルを作成し、従

業員に周知徹底すること 
  ② 消防法等の規定による業務 
    消防法等の規定により、指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。 
   ア 消防法（昭和 23 年法律第 186 号）に基づく防火管理者の選任（所管消防署へ報

告） 
   イ 防火対象物の定期点検報告書の提出（所管消防署へ報告） 
   ウ 消防法に基づく消防計画の作成、見直し（所管消防署へ報告） 
   エ 消火、通報及び避難訓練の実施（年 1 回以上） 
   オ 消防用設備の点検、整備（点検内容は、所管消防署へ報告） 
     ※消火器については、使用期限に応じて随時詰め替えまたは交換を行うこと 
   カ 火気の使用及び取扱いに関する監督 
   キ 避難又は防災上必要な設備の維持管理 
   ク 火元責任者の選任 
   ケ その他防火管理上必要な業務 
  ③ 災害等の緊急時における対応に関する業務 
    災害等の緊急時における指定管理者の対応については、次のとおりとする。 
   ア 緊急連絡体制を確立し、連絡網等による迅速な対応を行う。 
   イ 警戒宣言発令に伴う利用者等への周知、把握及び避難の実施と、それに伴う避難

状況等の市及び関係機関への報告 
   ウ 災害等の発生に伴う人的及び物的な被害の調査把握及び応急対策の実施 
   エ その他緊急時等において必要な業務 
（５）高圧受電設備（自家用電気工作物）の保安管理に関する業務 
   基本協定その他の規定にかかわらず、本施設の自家用電気工作物の保安業務について

は、以下のとおり取り扱うこととする。 
  ① 市は、指定管理者を、「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）」による「みなし設

置者」として指定する。 
  ② 指定管理者は、本施設の自家用電気工作物の維持管理の主体であって、自家用電気

工作物に関する工事、維持及び運用に関する業務を行うほか、電気事業法第 39 条第 1
項の義務を果たすものとする。 

  ③ 市は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、電気主

任技術者として選任する者の意見を尊重するものとする。 
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  ④ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者として選

任する者がその保安のためにする指示に従うものとする。 
  ⑤ 電気主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関

する保安の監督の職務を誠実に行うものとする。 
（６）各種報告書の作成及び提出 
  ① 事業計画書の作成及び提出 
    次年度の詳細な事業計画書作成にあたっては、市の関係部局と協議のうえ、毎年度

の 11 月末日若しくは市の指定する日までに作成し、市に提出するものとする。なお、

様式については市で用意するものを使用すること 
なお、本施設は燃料費の経費負担割合が高いことから必要経費については市の定め

る石油製品の購入単価表を参考とし算出すること 
  ② 事業報告書の作成及び提出 
    毎年度終了後 2 ヶ月以内に、下記の事項を記載した事業報告書を提出するものとす

る。なお、様式については市で用意するものを使用すること 
   ア 管理業務の実施実績 

イ 施設の利用状況及び利用拒否等の件数及び理由 
   ウ 利用料金の収入実績 
   エ 管理経理に係る収支決算 
   オ その他市が必要と認める事項 
  ③ 定期報告書の作成及び提出 
    事業の実施状況について、10 月の末日若しくは市の指定する日までに、前 6 ヶ月分

の管理業務に関する次に掲げる内容の報告書を提出するものとする。なお、様式につ

いては市で用意するものを使用すること 
   ア 利用者数等の利用状況 
   イ 管理業務の実施状況 
   ウ 管理業務に係る収支の状況 
   エ その他市が必要と認める事項 
 
４．施設の利用料金 
  施設条例に定めるところにより、本施設を利用する者が納付する「利用料金」は、指定

管理者の収入として収受するものとする。ただし、指定管理者の収入として収受できるの

は、指定期間が始まった日以降の収入とする。 
（１）利用料金の額は、施設の条例に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ

市の承認を得て、３－（１）－④に規定する利用規程に定めるものとする。また、利用

料金の額を変更しようとする場合も同様とする。 
（２）指定期間の開始前の利用許可にかかる利用料金については、従前の例によることとす

る。 
（３）指定管理者は、利用料金を変更したい場合は、あらかじめ書面で市と協議することと

- 7 - 
 



し、協議の結果変更することとなったときは、利用者に対しての説明や、新料金の施行

に当たって一定の周知期間を設けるなど、適切な対応を行うこと 
 
５．諸費用の負担割合について 

  指定管理者は施設の光熱水費、設備の修繕等に関する費用に対する負担割合については、

デイサービスセンターの指定管理者と協議の上、適切な運営を行うこと。 
 
６．その他 
（１）利便設備等の設置 
   自動販売機等の利便設備を設置する場合は、あらかじめ市の許可を得ること 
（２）酒類販売等 
   酒類販売等を行おうとする場合は、あらかじめ市と協議すること 
（３）会計の独立 
   指定管理者としての業務に係る会計については、他の会計と区分して経理し、別の会

計帳簿類を設け、別の口座で管理すること 
（４）指定管理者の評価について 
   提出された各種計画書及び報告書等により、市は毎年度終了後、指定管理者の 1 年間

の管理運営の実績について評価を行う。評価の結果については市のホームページ等にお

いて公開する。また、評価の結果によっては、市は指定管理者に対し、必要に応じて業

務の改善等についての指示等を行う。 
（５）温泉水の供給について 
   本施設では、温泉施設の源泉をデイサービスセンターに供給できる構造となっている

ことから、デイサービスセンターの指定管理者から供給の申し出があった場合は、供給

に努めること。なお、源泉供給は無料となるが、源泉ポンプの停止等により温泉水の供

給ができない状況になってもデイサービスセンターからの異議申立てや賠償請求はでき

ないこととする。 
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指定管理者と市における責任分担 
 

事      項 市 指定管理者 

物価変動 
人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ 

著しい場合 協  議 

金利変動 
金利変動に伴う経費の増  ○ 

著しい場合 協  議 

法令・税制等の変

更 

施設の管理運営に影響を及ぼす法令・税制等の

変更  ○ 

上記以外 協  議 

他施設との競合 類似施設との競合による利用者減、収入減  ○ 

施設周辺住民及び

施設利用者への対

応 

施設の管理運営に対する住民及び施設利用者

からの反対や要望への対応  ○ 

上記以外 ○  

不可抗力 自然災害等の不可抗力による業務の変更、中止

等 協  議 

施設・設備 

修  繕 
（機能維持等） 50 万円未満 50 万円以上 ○ 

整備・改修 
（資産増加） 

指定管理者が希望する場合  ○ 

上記以外 ○  

備品 

修  繕 50 万円未満 50 万円以上 ○ 

更  新 
新規購入 

指定管理者が希望する場合  ○ 

上記以外 ○  
事故・災害等による施設の原状回復 
（指定管理者の責めに帰すべき事由があるときは指定管理者の負担

とする。） 
○ ○ 

各種保険等への加

入 
施設に係る火災保険及び災害保険への加入 ○  

利用者に係る損害賠償保険への加入  ○ 
政治、行政上の理

由による事業の変

更 

政治、行政上の理由から、施設の管理運営の継

続に支障が生じた場合、又は業務の内容の変更

を余儀なくされた場合の経費の増 
協  議 

利用者や第三者へ

の賠償 
指定管理者の責めに帰すべき事由があるとき  ○ 

上記以外 ○  

事業終了時の費用 
指定管理業務が終了した場合、又は指定期間中

途において指定取消しを受けた場合における

撤収費用 
 ○ 

公租公課（消費税・法人税等）  ○ 

※ 指定管理者の故意・過失、協定書・契約書等に定められた管理を怠ったことによる毀損

滅失は、金額の多寡にかかわらず指定管理者が購入し、又は修繕等を行うものとする。 
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